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⑶ その他食品の調達 

副食品としての生鮮食品は、公設地方卸売市場、食肉事業協同組合及び農業

協同組合等に対し、応急の集出荷を要請する。 

また、事前に大手スーパー等と災害時の食料供給協定を締結し、安定した供

給体制を確保する。 

 

２ 炊出しの実施 

炊出しを実施する場合は、災害に応じて設けるそれぞれの避難所とするが、状

況に応じて社会福祉課長は、業務にあたり防災関係機関とその外部団体の協力を

得ながら、また米穀販売業者及びパン製造業者への協力要請を行う。 

小学校を避難所とした場合は、給食設備を有効に使用し、炊出しについて万全

を図る。 

 

３ 食品給与対象者 

⑴  避難所に収容された者であること。 

⑵  住家の被害が全焼、全壊、流出、半壊または床上浸水等にあって、炊事ので

きない者であること。（親せき、知人等に寄ぐうし、そこで食事のできる状態に

ある者を除く。） 

⑶  被害を受け一時縁故先等に避難する者であること。（食品をそう失し、その持

ち合わせがない者に対し、応急食品を現物をもって支給する。被害を受けるお

それがあるため他へ避難する者は原則として含まない。） 

＊ 備付帳簿類 

炊出し受給者名簿        （資料編様式 3－9－4） 

食料品現品給与簿        （資料編様式 3－9－5） 

食品受払簿           （資料編様式 3－9－6） 

炊出し用物品借用簿       （資料編様式 3－9－7） 

給食設備を有する学校      （資料編資料 3－9－1） 

 

第３節 生活必需品供給対策 

 

総務部長は、住宅に被害を受け、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他

衣料品及び生活必需品を、そう失またはき損し、これらの家財を直ちに入手すること

ができない状態である者及び衣料品等生活必需品の不足により困っているり災者を早

急に把握し、救援物資の在庫分を含めて、早急に契約検査課長に調達を命ずる。 
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１ 世帯構成員別被害状況及び災害による生活深刻度の把握 

災害救助法による救助物資の給（貸）与は、住宅に被害を受け、日常生活に欠

くことのできない被服、寝具その他衣料品及び生活必需品をそう失又はき損し、

これらの家財を直ちに入手することができず、日常生活を営むことが困難な者に、

一時急場をしのぐために行うものであるから、社会福祉課長は、迅速に世帯構成

員別被害状況及び各人の深刻度を把握して、契約検査課長と協議のうえ救援物資

購入（配分）計画を立て、早急に県へ報告するものとする。 

 

２ 物資の調達方法 

物資調達については、契約検査課長は財政課長と連携を密にして、市の指名登

録業者の中から応急に調達を図る。 

 

３ 調達物資の順序及び数量 

救助用物資の需給対策については、事前に大手スーパーと災害時の物品供給協

定を締結しておき、所要数量の把握に努め、調達に万全の体制を整える。 

 

４ 救助物資の輸送の方法 

総務課長は、調達物資の輸送車両及び輸送荷造り等の人員を必要とする場合、

「輸送計画」等に基づき、関係各課長に要請する。 

 

５ 調達、救援物資の集積場所 

  ⑴ 調達物資 

即時必要な物資は調達により避難場所に急送し配給する。燃料等分割配給で

間に合う物資は、必要に応じ随時調達し配給を行う。 

  ⑵ 救援物資 

使用度合を考慮し、輸送拠点に救急救援物資保管所を設ける。 

 

６ 救助物資の給（貸）与 

社会福祉課長は、被害状況を把握した場合、直ちに物資割当台帳を作成し、県

及び他の自治体等からの移送救助物資及び市における調達救助物資を物資受払簿

により整理のうえ、物資給（貸）与及び受領簿により、各課及び防災関係機関の

協力を得て、り災世帯に給（貸）与する。 

 

７ 物資及び救助品等の配給方法 

被害現地に臨時救援物資配給所を設置し、社会福祉課長が指名した係員の監督
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のもとに区長会、日赤奉仕団、その他ボランティア等の協力を得て配給を行う。 
 

 

８ り災地域の情報収集・伝達 

災害が発生したとき、健康福祉部長は災害のり災地域の警戒に当たっている

「部」と密接な連絡をとり、災害救助法の適用を受ける状態に遭遇したときは県

県民安全領域と連携をとり、万全を期する。 

 

９ 災害救助法による実施基準 

⑴ 救助物資給（貸）与対象者 

下記の事項に該当するもの 

ア 災害により住家に被害を受けた者であること。 

（半焼、半壊に満たないもの。床下浸水を除く。） 

イ 被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財をそう失した者であること。 

（き損を含む。） 

ウ 被服、寝具、その他生活必需物資がないため、日常生活を営むことが困難

な者であること。 

⑵ 救助物資給（貸）与基準（別に定める。） 

⑶ 救助物資給（貸）与品目 

ア 寝具（毛布、布団等） 

イ 外衣（作業衣、婦人服、子供服等） 

ウ 肌着（シャツ、パンツ等の類） 

エ 身廻り品（タオル、手ぬぐい、靴、雨具等の類） 

オ 炊事道具（鍋、釜、包丁、コンロ、バケツ等の類） 

カ 食器（茶わん、汁わん、さら、はし等の類） 

キ 日用品（石けん、ちり紙、歯ブラシ等の類） 

ク 光熱材料（マッチ、ローソク、薪、木炭等の類） 

⑷ 救助物資給（貸）与期間  災害発生の日から 10 日以内 

＊ 備付帳簿類 

世帯構成員別被害状況      （資料編様式 3－9－8） 

救助物資購入（配分）計画表   （資料編様式 3－9－9） 

救助物資給（貸）与及び受領簿  （資料編様式 3－9－10） 

救助物資割当簿         （資料編様式 3－9－11） 

救助物資受払簿         （資料編様式 3－9－12） 

救助物資購入関係支払証書類 
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第１０章 緊急輸送対策 
 

災害応急対策を迅速かつ適切に行うためには、必要な人員、物資、機材の輸送手段

を確保する必要がある。 

車両の調達、輸送実施等の手順を示し、効率的な応急対策を確保するものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  輸送体制の整備 

 

総務課長は、災害時におけるり災者及び災害救助物資等の緊急輸送に万全を期する。 

災害救助法の適用に伴う輸送の責任者は、総務部長とする。総務部長は、特に輸送

車両の調達を必要とする場合、総務課長に調達方を指示する。 

公用車を使用する際は、各課で管理している車両について、総務課長は、各課長に

各課で必要とする最小限の車両を除き、車両の確保を要請することとし、その要請の

対象になった関係課は、課内調整を図り、極力その要請に協力するものとする。 
 
１ 用途別の車両 
 

用         途 車 両 別 

り災者の避難 大 型 バ ス 

医療、助産のための輸送 救 急 車 

り災者の救出のための輸送 救急車・消防車 

飲料水の供給のための輸送 タ ン ク 車 

救済用物資の運搬のための輸送 貨 物 自 動 車 

死体の捜索のための輸送 〃 

死体の処理、運搬のための輸送 〃 

その他、特に応急対策上必要と認められる輸送 〃 

緊 急 輸 送 対 策 第１節 輸 送 体 制 の 整 備 

第２節 緊急輸送路の確保 

第３節 輸 送 拠 点 
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２ 営業用自動車の調達 
営業用自動車の調達は、資料編資料 3－10－1 による代表機関の協力により、輸

送確保を図るが、特に緊急を要する場合は、直接市入札参加資格登録業者で協力

可能な業者に要請することができる。 

 

３ 車両燃料の調達 

車両用燃料調達における代表機関は、資料編資料 3－9－2 のとおりで、その機

関を通じて早急に調達要請を行う。緊急を要する場合は、直接市入札参加資格登

録業者の中から、調達可能な業者を選定する。 

 

＊ 備付帳簿類 

輸送記録簿      （資料編様式 3－10－1） 

燃料及び消耗品受払簿 （資料編様式 3－10－2） 

修繕費支払簿     （資料編様式 3－10－3） 

輸送関係支払証書類   

 

 

第２節 緊急輸送路の確保 

 

防災安全課長は、災害発生地における交通の混乱を防止し、災害応急対策に従事す

る者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送を確保するため、必要があると認める

ときは、次により措置する。 

交通・道路事情を勘案し、会津若松警察署長と緊密な連絡をとり、緊急輸送路の確

保を図る。一般の交通に対してはその事態に応じ、適切な措置を行う。 

なお、陸上輸送が困難な場合は、自衛隊等にヘリコプターによる緊急輸送を要請する。

ヘリポート及び臨時ヘリポートは第２編第５章第２節のとおりである。 

 

１ 被災地内の交通の規制 

被災地内の交通の秩序は乱れがちとなるので、防災安全課長は、会津若松警察

署長と協議し、その混乱を防止するため、災害応急のための車両のみの運行につ

いて整理を図る。 

 

２ 被災者の輸送 

被災者の輸送については、災害対策本部として全力を挙げて安全な場所へ早急

に輸送する。 
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３ 被災地内における一般交通の確保 

災害応急のための交通制限をすみやかに解除し、一般交通の確保に努める。 

 

４ 交通路線 

路線は安全かつ近距離の経路を選定し、運行の安全を確保する。 

 

５ 輸送方法 

輸送対策は、総務部が窓口となり対応するが、交通応急対策との関連事項とし

て、次の対策を行う。 

 

⑴ 人員の輸送においては、災害時要援護者に配慮する。 

⑵ 災害応急人員、物資は作業の円滑を考慮して輸送する。 

なお、物資輸送並びにトラック等による人員輸送、積載超過等の問題につい

ては、会津若松警察署と協議する。 

 

 

第３節 輸 送 拠 点 

 

災害時において、調達した物資等や他市町村からの救援物資を受け入れ、保管し、

さらに他地域へ配付するための仕分け等を行う物流施設として、次の３施設を輸送拠

点とする。 
 

区  分 施設の名称 所 在 地 電  話 

公設地方卸売市場 一箕町大字鶴賀字船ケ森東 25-1171 

あいづ総合体育館 門田町大字御山字村上 28-4440 
陸 上 輸 送 及 び 

ヘ リによる輸送 
下水浄化工場 神指町大字北四合字伊丹堂 24-7474 
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第１１章 清掃・防疫等活動 
 

災害時には、建物の倒壊、焼失等により、多量のごみ、がれきが発生し、交通の障

害や生活上の障害となることが予測される。 

また、ライフライン等が被災することにより、トイレの使用に支障を来たし、し尿

処理の問題が生じる。特に、多くの被災者が生活することになる避難所等においては

仮設トイレ等の早急な設置が必要となる。 

これらについて早期に対応しなければ、応急対策及び生活に支障をきたすだけでな

く、二次災害の原因ともなるので、その対応策を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 清掃及びし尿処理 

 

災害によって生じた廃棄物は、今後策定する「災害廃棄物処理計画」に基づき、迅

速かつ適正に処理し、市民の生活基盤の早期回復と生活環境の改善に万全を図るため、

「生活系ごみ」及び「し尿」については保健衛生上、また、「災害ごみ」については応

急対策上、速やかに処理するための収集運搬及び処理方法に関する措置を定めておく。 

 

 

１ 廃棄物の処理計画 

⑴ 廃棄物の仮置場について 

ア 倒壊家屋等の仮置場 

災害により倒壊した家屋等については、市地域防災計画に定められた避難

場所を除く公共の広場に仮置場を設置する。場所の選定にあたっては、他の

応急対策活動、環境衛生上の支障がなく、かつ、効率的な廃棄物の処理処分

が可能なところとする。 

イ 倒壊家屋等以外の一般廃棄物の仮置場 

一般廃棄物の排出については、既存のごみステーションへの排出を原則と

するが、災害により既存のごみステーションが利用できない場合には、地区

清掃・防疫等活動 第１節 清 掃 及 び し 尿 処 理 

第２節 障 害 物 の 除 去 

第３節 防 疫 計 画 

第４節 死体の捜索及び収容・処理・埋葬計画 
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ごとに仮置場を設ける。 

仮置場としては、地区内の空き地、公共広場等に設置する。 
⑵  廃棄物の収集・運搬について  

ア 一般廃棄物の収集運搬 

仮置場等の一般廃棄物の収集運搬については、基本的には市直営車両及び

委託車両をもって対応する。 

また、必要に応じて近隣市町村へ収集運搬の応援要請を行う。 

イ 産業廃棄物の収集運搬 

産業廃棄物の収集運搬については、（社）福島県産業廃棄物協会会津方部地

域協議会の協力のもと収集運搬する。 

⑶ 廃棄物の処理処分について 

ア 一般廃棄物の処理処分 

収集された一般廃棄物については、仮置場において可燃物、不燃物に分別

し、会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センターの清掃プラントで中間

処理した後、当該組合の最終処分場で処分する。 

また、必要に応じて最終処分場を有する近隣市町村等へ処理処分の応援要

請を行う。 

イ 産業廃棄物の処理処分 

産業廃棄物については、大きなものは解体し、自己の責任で収集運搬許可

業者へ収集を依頼し、産業廃棄物処理施設で処理処分する。 

 

２ し尿並びに浄化槽汚泥の処理計画 

⑴ 仮設トイレの設置について 

各家庭等のトイレが使用不能となった場合、被害状況を的確に把握し、仮設

トイレの借用について必要個数をリース会社へ要請し、各避難所及び公園等に

設置する。 

⑵  収集運搬について 

委託、許可車両を使用し、汲み取り清掃に万全を期す。 

また、必要に応じて近隣市町村へ応援要請を行う。 

⑶ 処理処分について 

会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センターの衛生プラントで中間処理

した後、当該組合の最終処分場で処分する。 

また、緊急時の対応として下水道浄化工場での処理処分、及び施設を有する

近隣市町村等への応援要請を行う。 
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第２節 障害物の除去  

 

１ 住居障害物の除去 

市民部長及び建設部長は、住宅の障害物除去に必要な機器材の調達先を把握し

ておき災害の発生により、住宅等の障害物を除去する場合は、消防団その他防災

関係機関、一般住民の協力を得て実施する。 

 

２ 道路、河川等障害物の除去 

建設部長は、各部はもちろん防災関係機関の協力を得て、災害に際して、道路

上の土砂、立木等や河川等に障害物として浮遊するものなどを除去して、交通路及び

河川機能を確保する。 

 

⑴ 除去した障害物の集積場所 

ア 市街地の場合 

（ア） 神指町南四合（会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センター内の

市有地） 

（イ） その他現場付近の空地 

イ 市街地以外の場合 

災害発生付近の空地等、その時の状況に応じ定める。 

⑵ 機械器具の調達方法 

建設部長は、公用機械器具の有効な活用を図るとともに、災害の程度、状況

に応じ建設業協会を主として、防災関係機関との連絡を密にし、必要な機械器

具及びオペレーター等を調達する。 

＊ 備付帳簿類 

障害物除去該当者調      （資料編様式 3－11－1） 

障害物除去該当者選考調書   （資料編様式 3－11－2） 

障害物除去の実施状況記録簿  （資料編様式 3－11－3） 

 

第３節  防 疫 計 画 

 

健康福祉部長は、災害発生時における防疫対策を迅速に実施し、知事から「感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく指示があった場合は、

同法第 27 条から第 29 条までの定めるところにより実施し、感染症発生及びまん延の

防止を図る。 

防疫対策を遂行するにあたり、窓口となる健康福祉部長は、健康増進課長にその業
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務を指示する。 

 

１ 感染症の予防 

感染症の発生を防止するため健康福祉部長は各地区保健委員会の協力を得て、

防疫活動が円滑に行われるように体制を整えておく。 

２ 被害状況の把握及び報告 

⑴ 被害の状況を迅速に把握し、適切な措置を行う。 

⑵ 健康福祉部長は被害の状況を把握し、速やかに次の報告書を会津保健福祉事

務所長を経由し知事に提出する。また、災害防疫活動を終了したときは、災害

防疫完了報告書により報告する。 

ア 被害状況報告書 

イ 防疫活動状況報告書 

ウ 災害防疫経費所要見込額調 

 

３ 防疫活動に必要な携行資材補給方法 

⑴ 市備蓄薬剤を使用するものとし、不足した場合の補給方法は、関係機関等の

協力により補給する。 

薬剤の運搬に必要な人員については、その要請人員を本部長に報告し、「第３

編第１章応急活動体制」に基づき市の職員をあてる。運搬車両及びその方法に

ついては担当部と協議をし、「第３編１０章緊急輸送対策」に基づいて行う。 

 

＊ 協力機関 

会津保健福祉事務所 

会津若松薬業協同組合 

 

４ 備蓄資材の在庫場所 

⑴ 器 具 

会津若松市役所健康福祉部健康増進課 

 

⑵ 薬 剤 

会津若松市役所健康福祉部健康増進課（TEL 39－1245）  
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第４節 死体の捜索及び収容・処理・埋葬計画 

 

市民課長は、課内であらかじめ死体の捜索、処理、埋葬等の班を編成しておき、災

害が発生した場合は、すでに死亡していると推定される者の捜索並びに死亡者の収容、

処理及び埋葬に万全を図る。 

１ 死体の捜索及び収容 

死体捜索班は本部長の命令若しくは他各課長からの要請により、災害で現に行

方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によって既に死亡していると推定される者

を対象として次により捜索し、死体を発見したときは、これを収容する。 

⑴ 災害の状況を適確に把握し、捜索に必要な人数、車両、その他必要な物資を

決定する。 

⑵ 会津若松警察署、消防関係機関と連絡調整の上、共同で捜索を行う。 

⑶ 捜索に必要な人員は、他各課の応援により確保する。 

⑷ 捜索に必要な車両は、総務課長に要請し確保する。 

⑸  その他捜索に必要な物資は、適宜関係各班、関係機関との連絡調整の上確保

する。 

⑹ 捜索により死体を発見した場合は、死体捜索状況記録簿に記載の上現場写真

をとる。 

⑺ 遺品等により個人を特定できる場合は、死体の上に名札を貼付し、遺族に引

渡す。また、個人を特定できない場合には、死体を発見した日時、場所、性別、

身体的特徴等を記載した用紙を死体の上に貼付する。 

⑻ ⑺の処理をした死体については、車両等により指定された仮安置所に収容し、

死体捜索状況記録簿を添付の上、死体処理班に引渡す。 

⑼ 死体の捜索は、災害発生の日から 10 日以内に完了するように行う。 

 

２ 死体の処理 

市民課長は、引渡しのあった死体について、埋葬までの処理をする。 

⑴ 仮安置所については、災害発生地付近の公共施設、寺院等を対象に、状況に

応じて適宜指定する。 

⑵  市民課長は、健康増進課長に対し、必要な人員と物資の確保を要請し、死体

処理の協力を求める。 

⑶ 死体の処理は、次の範囲内において行うが、アとウについては原則として市

民課も一体となり、その役割を担う。 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

イ 死体の一時保存 
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ウ 検 案（医師）、検 視（警察） 

⑷ 死体を処理した場合は、死体処理台帳を作成する。 

⑸ 引渡しを受けた時点で、身元が判明していない死体がある場合は、秘書広聴課長

に連絡し、広報活動により遺族の発見に努める。 
⑹ ⑸により遺族が確認された場合は、検案書を添付のうえ死体を引渡し、戸籍など

の関係届出をする。 

⑺ 広報活動後、なお身元が判明しない死体がある場合には、社会福祉課長へ連

絡の上「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」の規定により取扱う。 

⑻ 死体の処理は、災害発生の日から 10 日以内に完了するように行う。 

 

３ 埋 葬 等 

市民課は、処理を行った死体について埋葬等を行う。 

⑴ 埋葬等を行った場合には、埋葬台帳を作成する。 

⑵ 埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材等の現物をもって実際に

埋葬を実施する者に支給して行う。 

ア 棺（付属品を含む） 

イ 骨つぼ及び骨箱 

⑶ 災害の状況に応じ、その応急的措置として仮埋葬を行う。 

⑷ 仮埋葬の場所は、花と緑の課長と協議のうえ、大塚山墓園内（区域は適宜指

定）とするが、必要に応じて各墓地管理者へ依頼する。 

⑸ 埋葬等に必要な人員については、各課長に要請して確保する。 

⑹ 埋葬等に必要な車両については、総務課長に要請し確保する。 

⑺ 埋葬は、災害発生日から 10 日以内に完了するように行う。 

 

＊ 備付帳簿類 

捜索用機器・燃料受払簿  （資料編様式 3－11－4） 

死体捜索状況記録簿    （資料編様式 3－11－5） 

死体処理台帳       （資料編様式 3－11－6） 

埋葬台帳         （資料編様式 3－11－7） 

死体関係支払証書類 
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第１２章 生 活 救 援 対 策 
 

被災者は、災害発生後の混乱から、時間の経過とともに被害状況を直視することと

なり、精神的に不安な状態に陥ることとなる。 

この不安やストレスを少しでも解消できるような生活救援のための応急対策を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  応急仮設住宅の建設 

 

１ 建設実施の決定 

本部長は、災害救助法等の基準に従い、災害により家屋倒壊や焼失した、り災

者が多数発生した場合で、公営住宅の空き部屋を提供しても住宅を確保できない

場合は、建設部長に応急仮設住宅の建設を命ずる。 

 

２ 建設地の選定 

建設地は原則として、児童・生徒の通学及び生活の建て直しを考慮し、り災者

の生活圏にある市有地等で危険区域でなく、保健衛生上も良好な場所とする。 

なお、り災者の生活圏に適当な場所がない場合は、その他の市有地等とする。 

 

３ 建設の実施 

本部長は災害によって住家が滅失した戸数、世帯数及び自らの資力では住宅を

確保できない者の報告を建設部長から受け、その状況を把握し設置戸数を決定す

るとともに、その建設を建設部長に指示する。 

⑴ 建築資機材の調達等 
建設部長は、市入札参加資格登録業者等の実態及び建築資材の調達可能数量等を

把握しておくとともに設置予定地を把握しておき、災害の発生により応急仮設住宅

の設置を要する場合はこれを行う。 
建設部長の指示を受けた建築課長は契約検査課長の協力を得て、市入札参加資格

登録業者の中から調達や請負可能な業者に建築資材の調達と応急仮設住宅の建設を

生 活 救 援 対 策 第１節 応 急 仮設住宅の建設 

第２節 被 災 住宅の応急修理 

第３節 災 害 相 談 の 実 施 

第４節 保護世帯等に対する支援 
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要請する。 
また、大災害時には、市入札参加資格登録業者以外の業者にも要請し、迅速に対

応する。 

⑴ 建設戸数 

災害救助法の基準により、全壊、全焼した戸数の 3 割以内を目処にする。 

⑵ 建設の基準 

構造、規模及び建設費用については、災害救助法の定めるところによる。 

⑶ 着工及び供与期間 

      着工は災害発生からできる限り速やかに行う。供与期間はおおむね 2 年以内

とする。 

 

４ 入居基準 

住家が全焼、全壊または、居住する住家がない者で自らの資力では住宅を確保

することができない者であること。 

なお、入居に当たっては、災害弱者を優先する。 

 

５ 野外収容施設の設置 

建設部長は避難者又は死体の収容不可能の場合を考慮し、野外仮設資材の調達

先及び仮設場所等を把握しておく。災害の発生により野外避難収容施設又は野外

死体収容施設の仮設を要する場合は、建築課長に指示して、その仮設を行わせる。 

 

＊ 備付帳簿類 

応急仮設住宅入居該当者調    （資料編様式 3－12－1） 

応急仮設住宅該当対象者選定調書（住宅の応急修理施行）（資料編様式 3－12－2）  

応急仮設住宅入居者台帳     （資料編様式 3－12－3） 

 

第２節 被災住宅の応急修理  

 

本部長は、災害発生による被災住宅の応急修理を要する場合は、建設部長に応急修

理を指示し、災害救助法が適用された場合は、応急修理必要戸数、世帯名、深刻度を

県に報告する。住宅の応急修理について知事の委任があった場合は、その修理を行う。 

 

＊ 備付帳簿類 

住宅応急修理記録簿      （資料編様式 3－12－4） 
住宅応急修理該当者調     （資料編様式 3－12－5）   
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第３節 災害相談の実施 

 
災害相談は、災害による精神的・物質的打撃から立ち直るための支援の窓口を広く

開放することにより、社会状況の混乱や情報の不足によるパニックの発生を防止し、
生活再建への着手を促す。 
 
１ 災害相談窓口の開設 

本部長は、大災害が発生した場合、直ちに市役所本庁舎等に災害相談窓口を開
設し、相談・問い合わせ等の業務を実施する。 

 
２ 臨時市民相談所の設置 

災害による避難が終了した後は、本部長の指示又は避難所の市職員自ら、被災
した市民の相談、要望、苦情などの積極的な聞き取りに努める。 
開設に当たっては、相談事項の速やかな解決のため、関係機関の協力を求める。 

 
３ 防災関係機関による災害相談 

 

⑴ 警 察 機 関           

会津若松警察署長は、警察署、交番、駐在所及びその他必要な場所に相談所

を開設し、警察関係の相談業務を行う。 

⑵ その他防災関係機関 

本部長は、必要に応じて電気、ガス、水道その他防災関係機関に対し、市の

災害相談所への相談員の派遣、営業所等における災害相談業務の実施等につい

て協力を要請する。 

 

第４節 保護世帯等に対する支援 

 

本節については、災害応急対策計画の各節による対策を、各関係防災機関並びに社

会福祉協議会等の関連する福祉関係団体の協力を得ながら、社会福祉課長が主に対処

するものとし、有事の際における迅速な対策が講じられるよう別に対策計画を定め、

次に掲げる事項について特に留意する。 

 

１ 保護世帯及び保護を要する住居者対策 

社会福祉課長は、民生児童委員・老人相談員・身体障害者相談員・知的障害者
相談員・家庭相談員・入院患者の病院長等の関係機関に協力を要請するとともに、

入所者親族との連携を密にし、その対応に当たる。 

 

２ 福祉施設対策 
施設の長は、社会福祉課長や関係機関並びに入所者親族等と密接な連携を図り，

この対策計画に基づき、その対応に当たる。 
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第１３章 応急教育対策 
 

教育施設の被災又は小、中学校児童生徒のり災により、通常の教育を行うことが出

来ない場合に対処するための計画を策定し、効率的運用を図るものとする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 教育施設の応急復旧対策 

 

教育施設に災害が発生した場合には、学校にあっては学校長、公民館等にあっては

館長がすみやかにその現況の報告を市教育長に行い、その報告に基づき、復旧計画に

移行する。 

なお、教育施設については「災害復旧費国庫負担法」に基づき、国庫補助金の交付

が考えられるので、災害の現況について後日判断できる資料を確保する。また災害発

生時においては、教育施設は住民の避難先として利用される場合が多いので、その復

旧は速やかに実施する。 

 

第２節 応急教育実施の予定場所及び教育実施者の確保措置 

 

市教育委員会は、あらかじめ被害程度を想定して、次の方法による災害応急教育の

実施計画を策定して、災害時の教育の確保に努める。 

応 急 教 育 対 策 第１節 教 育 施 設 の 応 急 復 旧 対 策 

第２節 応 急 教 育 実 施 の 予 定 場 所 及 び 
教育実施者の確保措置 

第３節 応急教育計画の作成上留意すべき点 

第４節 教科書、教材等学用品の調達及び配給の方法 

第５節 給 食 等 の 措 置 

第６節 児童、生徒及び幼稚園児等の避難計画 

第７節 文 化 財 等 の 応 急 対 策 

第８節 そ の 他 の 関 連 対 策 
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災害の程度 応急教育実施の場所 教育実施者確保の措置 

１ 校舎の一部が使 

用不能の場合 
１ 特別教室、屋内体育館等を利

用する。 

２ 二部授業を行う。 

２ 校舎が全部被害 

を受けた場合 
１ 公民館、集会所等の公共施設

を利用する。 

２ 隣接校の校舎を利用する。 

３ 黒板、机、いす等の確保計画

を策定する。 

３ 特定の地域全体 

について相当大き 

な災害を受けた場 

合 

１  校舎が住民避難場所に充当さ

れることも考慮する。 

２  １の場合は隣接校又は公民等

の公共施設の使用計画をつく

る。 

３  応急仮校舎の設定を考える。 

４ 市内全域に大被 

害を受けた場合 

１ 避難先の最寄りの学校、公民

館等の公共施設を利用する。 

欠員の生じた場合に

は県教育委員会と協議

し、速やかにその確保

に努める。 

なお、応急措置とし

ては、 

① 学校内教職員で臨

機応変に対応する。 

② 市内隣接校の協力 

を求める。 

 

 

第３節 応急教育計画の作成上留意すべき点 

 

１ 小、中学校長は、被害の程度と教育の場所、教職員の状況等に応じて臨時の学

級編成、教育課程の編成、指導計画、教職員の担任計画等を作成しておく。 

２ 休校の実施及び授業不可能になる事態が予想される場合の勉学の方法等につい

て指導する。 

３ 授業が不可能となる期間が長期にわたる場合は、連絡の方法、組織（子ども会

等）の整備工夫を行う。 

４ 市教育委員会はあらかじめ災害を想定して、この協力要請の体制を整え、その

計画を別に確立しておく。 

５ 各隣接校との相互連絡を図り教育実施の確保に努める。 
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第４節 教科書、教材等学用品の調達及び配給の方法 

 

１ 被災児童生徒の教科書及び不足教材、学用品は災害の発生と同時にその実態を

把握し、早急に調達し、その配給の計画を策定し、迅速な配給を図る。 

２ 教科書については、教科書会社及び販売店との密接な連絡のもとに、配給調達

の確保に努める。 

 

＊ 備付帳簿類 

救助物資割当簿（学用品）  （資料編様式 3－13－1） 

救助物資受払簿（学用品）  （資料編様式 3－13－2） 

学用品の給与状況書     （資料編様式 3－13－3） 

 

第５節 給食等の措置 

 

１ 給食対策 

一定の地域あるいは学校の校舎が災害を受けたため、従来実施していた学校給

食の全部又は一部が実施不可能となった場合は、当該学校の設置者は直ちに学校

給食の継続のための対策を立て、給食実施に支障のないように努める。 

   この場合、次に掲げる事項について特に留意する。 

⑴ 他の給食施設、設備の活用 

⑵ 給食従事職員の確保 

⑶ 近隣の給食実施校からの給食援助 

⑷ 主食の供給及び給食物資の確保 

⑸ 食中毒の予防 

⑹ 準要保護児童、生徒の給食費扶助の追加申請 

２ 給食設備を有する市内の学校は、資料編資料 3－9－1 のとおりである。 

３ 給食の一時中止措置 

次のような事情が発生した場合、学校給食の一時中止措置についても考慮する

ものとする。なお、給食の再開にあたっては、衛生管理に十分注意をする。 

⑴ 災害が広範囲にわたり、災害救助のため、学校給食施設を使用したとき（こ

の場合、速やかに県教育委員会に報告する。） 

⑵ 給食施設等が被害を受け給食の実施が不可能となり、応急復旧が完了するま

での期間 

⑶ 食中毒やその他危険性がある場合。 

⑷ 給食物資の確保が困難なとき。 
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⑸ その他給食の実施が事情により不可能なとき、又は給食の実施が適当でない

と認められたとき。 

 

第６節 児童、生徒及び幼稚園児等の避難計画 

 

災害から人命を保護するため、市教育委員会においては、それぞれの施設の管理者

に趣旨の徹底を図り、避難訓練を行わせる等、万全の策を講じなければならないが、

災害発生時においては、その方法により迅速に避難誘導にあたる。 

（各管理者は避難訓練等実施要綱を作成し、有事の場合は、その方法により避難誘

導する。） 

 

第７節 文化財等の応急対策 

 

文化財等については搬出責任者を定め、防災及びその搬出にあたって安全を期する

ものとする。 

市教育委員会は、この具体策を別に計画することとするが、この中には市内文化財

一覧を作成し、その把握により、有事の際には迅速な保全対策に努めるものとする。 

 

１ 搬出可能な文化財対策 

市教育委員会は、所有者等と協議して文化財の保全の知識を有する者を搬出責

任者に定め、搬出の万全に努めるとともに、あらかじめ搬出場所や搬出用具を準

備する。 

 

２ 建造物及び搬出不可能な文化財の対策 

各文化財等について、市教育長は防災診断等を行い、予防及び応急対策の計画

をたて文化財等の保全に努める。 

 

３ 史跡、名勝及び天然記念物の応急対策  

史跡等の応急対策については、史跡の管理を中心として、その性質等によって

災害時の応急措置ができるよう計画する。 

 

４ 社会教育、社会体育施設の応急対策 
施設の管理者は、利用者をはじめ施設内の者に対して、前記第６節に準じた対

策を図り、市教育委員会は、建築課長と連携を密にしながら、その安全対策と保全対

策に努める。 
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第８節 その他関連対策 

 

１ 被害を受けた児童生徒に対し、ユニセフ協会に被害状況を報告し、学用品等の

援助を依頼する。 

 

２ 小、中学校長は災害の規模が大きく、その被害が甚大であった場合においては、

市教育委員会の指示に基づき、すみやかに児童生徒のり災状況を調査し報告する。 

 

３ 被害が甚大な場合、他校又は集会所等を利用して授業を行う場合は、臨時健康

診断を行い病気の発生を防ぐ。 

 

４ 災害発生の場合は、関係機関の協力を得て、人命救助を第一として救助にあた

り負傷者には速やかに応急処置をし、病院に収容する。 
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第１４章 ライフライン施設の応急対策 
 

災害により、ライフライン施設に大きな被害があった場合、市民生活や事業所活動

及び災害復旧活動等に大きな影響を与えることとなる。 

この不都合な状態から速やかに復旧できるよう、ライフライン関係機関は、その応

急復旧計画に基づき、対策を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 上水道施設災害応急対策 

第３編第９章第１節により、対応策を実施する。 

 

 

 

第２節 下水道施設災害応急対策 

 

１ 施設の被害調査 

災害時の下水道施設の被害状況を把握するため、あらかじめ定められた組織体

制により調査する。地震の直後は、各施設等を巡回し、次の事項を重点に調査す

る。 

⑴ 施設建物の被害状況 

⑵ 管渠の接続及び沈下状況 

⑶ マンホール、汚水ます等の接続状況 

⑷ 管渠内への堆積土砂の状況 

⑸ 路盤沈下の状況 

ライフライン施設の応急対策 第 1 節 上水道施設災害応急対策 

第 2 節 下水道施設災害応急対策 

第 3 節 電気施設災害応急対策 

第 4 節 都市ガス施設災害応急対策 

第 5 節 電話施設災害応急対策 

第 6 節 鉄道施設災害応急対策 
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２ 応 急 対 策             

災害時には、施設及び管渠の状況に応じ、復旧資材の調達及び機械器具の点検

並びに技術者等の確保を行い、市内関係者との連絡を密にし、復旧作業体制を整える。 

また、施設の被害状況を広報車その他の方法を利用し、市民に広報する。 

３ 応急復旧 

⑴ 下水道施設に大規模な被害があった場合は、清掃担当課と連携し、環境衛生

の確保を図る。 

⑵ 下水道施設の復旧は、その被害状況に応じ、復旧方針を作成するとともに、

関係者の協力を得て早期復旧に全力を注ぐ。 

 

 

 

第３節 電気施設災害応急対策 

災害対策本部は、東北電力（株）会津若松支社と緊密な連絡をとり、電力施設の防

護及び被災地に対する電力供給の確保に最大限の協力を要請する。 

１ 電気供給設備の甚大な災害について、電力供給機関の地域責任者により、応援

の依頼があった場合、市民部長は状況により消防団員の出動、その他労務の提供

などに便宜を図る。 

２ 住民へ周知する事項（電気事故防止） 

電力設備について、次のような異状を発見した場合は、東北電力（株）会津若

松支社に通報する。 

⑴  電線が切れて地上に垂れ下がっているとき。 

⑵ 樹木、テレビのアンテナ、煙突等が倒れて電線にさわっているとき。 

⑶ 電力の施設より火花、音響、煙等が出ているとき。 

⑷ 電柱や支線などが危険な状態になっているとき。 

３ 災害が発生した場合は、電力施設災害応急対策計画の協力機関（資料編資料 3

－14－1）の主たる協力により電力災害の防止に万全を期す。 

 

 

 

第４節 都市ガス施設災害応急対策 

 

災害対策本部は災害発生時に際し、ガス設備の防護及び被災地に対するガス供給の

確保を図るため、ガス供給機関に協力するとともに、適切な指導並びに応急対策につ

いて指示する。 

 

１ ガス供給代表機関については、資料編資料 3－14－2 による。 

２ 一般住民等は、次の措置を講ずる。 

⑴ 火災に際しての措置 

火災が発生した場合、ガス事業者が、ガスについての応急対策を講ずるため
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係員を直ちに出動させるので、火災の現場付近の者は、現場位置等をガス業者

に通報する。 

なお、この際、火の気を消し、容器（ボンベ）の元栓を閉める。 

⑵ 導管の亀裂折損によるガス流出等の事故発生に際しては、まず送ガスしゃ断

が急務であるので、これを発見した者は、その旨をガス事業者に通報する。 

なお、ガス流出等の状況が甚だしいときは、市役所、消防署又は警察署に通

報する。 

３ ガス事業者の災害防止〔液化石油ガス（ＬＰＧ）〕 

⑴  ボンベで受け入れた場合、転落、転倒並びに衝撃を防止し、また設置につい

ても留意する。 

⑵ 弁類の開閉は除々に行い、急激な開閉はさける。 

⑶  各種の作業状態から発生した石油ガスが排出され滞留流動して引火、着火の

事態を引き起こして火災を発生することがあるため、火気使用の規制を厳重に

する。 

⑷  タンクローリー等から液化石油ガスを取り出し貯蔵槽に入れる作業は、防爆

ポンプを使用する。 

⑸  地上貯蔵槽は夏期間には、低温で貯蔵する。 

⑹  液化石油ガスの比重は、空気より重いため低い箇所に流れ、風速の弱い場所

に停滞するおそれがあるので、機械室等の換気に充分留意する。 

⑺  その他高圧ガス保安法に基づき設置または行動する。 

４ ガス供給不能の場合の対応 

   災害のためガス供給が不能となったときは、プロパン容器及びカセットコンロ

をもって補給する。 

５ そ の 他 

⑴  ガスの供給を停止する場合は、需要者に対してあらゆる方法をもって周知を

図る。 

⑵ ガス事業者は、災害対策に関する計画をあらかじめ作成し、これに基づいて

応急対策を実施する。 

 

 

 

第５節 電話施設災害応急対策 

災害時の応急対応マニュアルに基づき、迅速な対応を図る。 

 

 

 

第６節 鉄道施設災害応急対策 

災害時の応急対応マニュアルに基づき、迅速な対応を図る。 
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第４編 災害復旧計画 
 

大規模災害時においては、多くの市民が死傷し、家族や家財を失う。また、ライフ

ライン施設の損壊等により、予測できない社会的混乱が生ずることが予想される。 

これらの混乱を速やかに収拾するために、防災関係機関等と協力して「市民生活安

定のための緊急措置」及び復旧公共事業等を推進し、人心の安定と社会秩序の早急な

回復を図る。 
 
第１章  市民生活安定のための緊急措置 
 
市をはじめとする防災関係機関は、「まち」としてのサービス機能の低下を補うため

代替サービスの提供や応急的な復旧対策を講ずるとともに、精神的に不安な状態にあ
る市民に対して、市民生活再建のための各種援助施策をあわせて行う必要がある。 
 
第１節 被災者の生活確保 
 
１ 市・県税等の減免措置 
２ り災証明書の発行 
３ 職業のあっせん 
４ 災害援護資金等の貸付及び相談 

 
第２節 中小企業関係対策 
 
１ 災害対策緊急融資資金に関する手続き 
２ その他融資制度の活用 

 
第３節 義援金品の受入れ・配分 
 
義援金品の受入れは下記のルートで行い、保管及び配分については本部長が被災の

状況等を考慮し、有効に配分する。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

寄

託

者

日 本 赤 十 字 社

県 内 他 市 町 村

県 
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松
市
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対
策
本
部 
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第２章 激 甚 災害の指 定 

 

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害「激甚災害」に相当する被害を受

けた場合は、災害の状況を速やかに調査して、早期に激甚災害の指定が受けられる措

置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう定められた手続き等

を行う。 

 

第３章 災 害 復 旧 事 業 

 

災害復旧・復興対策の計画については、災害応急対策の終了後、被害の程度を十分

検討した後、作成するもので、本計画には事項別計画項目を掲げることにとどめ、災

害の実態の把握と併せて恒久的計画をたてるものとする。 

 

第１節 災害復旧計画作成の基本方針 

 

災害発生後、被災した各施設の原形復旧にあわせて再度災害の発生を防止するため

必要な施設の新設、または改良を行う等将来の災害に備える事業の対策についての計

画とする。 

 

第２節 災害復旧計画の事業別項目 

 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

⑴ 道路公共土木施設事業復旧計画 

⑵ 河川公共土木施設災害復旧事業計画 

２ 農林業施設災害復旧事業計画 

３ 都市災害復旧計画 

４ 上水道災害復旧事業計画 

５ 下水道災害復旧事業計画 

６ 住宅災害復旧事業計画 

７ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

８ 学校教育施設災害復旧事業計画 

９ 社会教育施設災害復旧事業計画 

10 文化財等災害復旧事業計画 

11 災害復旧金融資金計画 

12 被災中小企業振興計画 

13 被災者の生活確保計画 

14 その他の災害復旧事業計画 




